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[
事
実
]

昭
和
一
四
年
に
A
は
X
と
結
婚
し
、
昭
和
二
一
年
四
月
こ
ろ
北
海
道
に



判例研究

出
稼
ぎ
に
行
き
、
一
旦
は
昭
和
三
三
年
九
月
北
海
道
か
ら
戻
っ
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
ま
も
な
い
同
年
一
一
一
月
、

A
は
家
を
出
て
仙
台
で

他
の
女
性
と
同
棲
し
、
以
後
死
亡
す
る
ま
で
の
こ
九
年
間
、

X
の
も
と
に

は
一
民
ら
な
か
っ
た
。

A
は
昭
和
六
二
年
八
月
二

O
日
に
死
亡
し
た
。

A
の
相
続
人
は
、
妻
で

あ
る
原
告
X
、
長
女
で
あ
る
原
告
X
及
び
長
男
で
あ
る
被
告
Y
で
あ
る
。

被
告
Y
は
被
告
Y
の
妻
で
あ
り
、
被
告
Y
、
Y
は
被
告
Y
と
Y
の
子
で
あ

る。
昭
和
五
三
年
当
時
、

A
は
目
録
一
な
い
し
九
の
不
動
産
を
所
有
し
て
い

た
が
、
同
年
一

O
月
一
六
日
に
目
録
一
、
三
、
六
の
不
動
産
を

Y
、
Y
、

Y
に
(
以
下
、

a贈
与
と
す
る
)
、
目
録
四
の
不
動
産
を
Y
に
贈
与
し
(
以

下、

b
贈
与
と
す
る
て
さ
ら
に
同
五
四
年
一
月
一
六
日
に
目
録
二
、
五

の
不
動
産
を

Y
ら
四
名
に
対
し
贈
与
し
た
(
以
下
、

C
贈
与
と
す
る
)
。

X
ら
は
、

A
の
Y
ら
に
対
す
る
上
記
の
生
前
贈
与

(
a
1
C
)
が
X
ら

の
遺
留
分
を
侵
害
す
る
と
し
て
、
贈
与
さ
れ
た
不
動
産
の
う
ち
、
目
録
二
、

五
の
不
動
産
に
つ
い
て
、
遺
留
分
減
殺
に
よ
り
X
ら
に
帰
属
し
た
持
分
の

移
転
登
記
請
求
を
し
た
。

一
審
(
仙
台
地
判
平
成
五
年
九
月
七
日
)
は
、
ま
ず
上
記
贈
与
の
性
質

を
認
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、

A
及
び
Y
ら
が
上
記
の
贈
与
時
に
お
い
て
当

該
贈
与
が
X
ら
の
遺
留
分
を
侵
害
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
た
。

a
-
b贈
与
は
、
目
録
一
、
三
、
四
、
六
の
不
動

産
(
相
続
時
の
時
価
に
し
て
八
九
、
八
五
六
、

0
0
0
円
)
に
つ
い
て
さ
れ

た
も
の
で
、
上
記
贈
与
が
さ
れ
て
も
、
な
お
、

A
の
資
産
と
し
て
、
目
録

二
、
五
、
七
、
八
、
九
の
不
動
産
(
相
続
時
の
時
価
に
し
て
九
三
、
八

O

八、

0
0
0
円
)
が
残
存
し
て
い
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
事
実

に
照
ら
す
な
ら
ば
、
贈
与
を
し
た
A
及
、
び
贈
与
を
受
け
た

Y
ら
が
上
記
贈

与
に
よ
っ
て
X
ら
の
遺
留
分
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な

か
っ
た
と
認
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、

C
贈
与
は
さ
ら
に
目
録
二
、
五
の
不

動
産
(
相
続
時
の
時
価
に
し
て
七
一
、
八
七
九
、

0
0
0
円
)
に
つ
い
て
さ

れ
た
も
の
で
、

A
の
資
産
と
し
て
は
、
も
は
や
目
録
七
、
八
、
九
の
不
動

産
(
相
続
時
の
時
価
に
し
て
二
一
、
九
二
九
、

0
0
0
円
)
し
か
残
存
し
て

お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
不
動
産
に
つ
い
て
の
処
分
状
況
に
よ
れ
ば
、

A
及

び
Y
ら
は
、

c
贈
与
に
よ
っ
て

X
ら
の
遺
留
分
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る

こ
と
を
知
っ
て
い
た
も
の
と
推
定
す
る
の
が
相
当
だ
と
さ
れ
た
。

次
に
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
を
算
定
す
る
に
際
し
て
、

a贈

与
は
相
続
人
以
外
の
人

(
Y
、
Y
、
Y
)
に
対
す
る
贈
与
で
あ
る
か
ら
、

民
法
九
O
三
条
一
項
の
特
別
受
益
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
、
算
入
さ
れ
な

か
っ
た
。
他
方
で

b
贈
与
は

Y
(共
同
相
続
人
の
一
人
)
に
対
し
て
な
さ

れ
た
も
の
で
、
特
別
受
益
と
し
て
算
入
さ
れ
た
。
さ
ら
に

c
贈
与
は
民
法

一
O
三
O
条
後
段
に
基
づ
い
て
算
入
さ
れ
た
。
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そ
の
結
果
、

X
ら
の
受
け
た
具
体
的
相
続
分
額
は
、
遺
留
分
額
を
満
さ

な
い
た
め
、
そ
の
遺
留
分
の
不
足
分
を
目
録
二
、
五
の
不
動
産
に
対
し
て

減
殺
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
、

X
ら
及
び

Y
ら
の
双
方
が
控
訴
し
た
。

原
審
(
仙
台
高
判
平
九
年
七
月
一
八
日
)
は
、

a
1
c婚
与
を
、
遺
留

分
減
殺
の
対
象
と
す
る
た
め
に
は
、

A
と
Y
ら
の
双
方
が
遺
留
分
権
利
者

で
あ
る

X
ら
に
損
害
を
加
え
る
こ
と
を
知
っ
て
贈
与
を
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
(
民
法
一

O
一二
O
条
後
段
に
該
当
す
る
こ
と
)
を
要
す
る
と
い
う
見

解
を
示
し
た
上
で
、

a
1
c贈
与
の
性
質
を
自
ら
認
定
し
た
。
目
録
一
な

い
し
六
の
不
動
産
に
つ
い
て
、

Y
ら
は
価
額
合
計
一
一
、
七
五
三
、

O
四
九

円
で
あ
る
と
し
て
贈
与
税
の
申
告
を
し
て
お
り
、
こ
れ
は
固
定
資
産
税
評

価
倍
率
方
式
に
よ
り
時
価
で
あ
る
と
推
認
さ
れ
る
。
他
方
、
目
録
九
の
不

動
産
は
、
贈
与
当
時
A
の
所
有
す
る
土
地
で
あ
り
、
こ
の
土
地
は
昭
和
五

三
年
度
及
び
昭
和
五
四
年
度
の
路
線
価
を
基
準
と
し
て
算
定
さ
れ
た
価
額

は
一
三
、
九
七
二
、

0
0
0
円
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
上
記
不
動
産
の
価

額
の
比
較
に
よ
り
、

Y
ら
に
対
す
る
贈
与
の
当
時
、

A
は
そ
の
贈
与
の
額

を
上
回
る
価
値
の
土
地
を
含
む
財
産
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
贈
与
が
遺
留
分
権
利
者
で
あ
る

X
ら
に
損
害
を

加
え
る
こ
と
を
知
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

す
な
わ
ち
、

a
1
c贈
与
は
、
い
ず
れ
も
遺
留
分
減
殺
の
対
象
と
な
ら
な

ぃ。

X
ら
の
請
求
は
理
由
が
な
い
と
さ
れ
た
。

X
ら
は
上
告
し
た
が
、
そ
の
主
た
る
理
由
は
、
目
録
九
の
不
動
産
の
価

額
認
定
は
不
当
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鑑
定
に
よ
れ
ば
、
九

の
不
動
産
は
急
傾
斜
を
含
む
山
林
地
域
で
あ
り
、
住
宅
地
域
に
隣
接
し
て

い
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
開
発
・
宅
地
造
成
は
困
難
で
あ
っ
て
造
成
費
用
も

大
で
あ
る
か
ら
、
路
線
価
を
適
用
で
き
な
い
の
に
、
原
審
が
路
線
価
の
み

を
根
拠
に
九
の
不
動
産
の
価
額
認
定
を
し
た
の
は
違
法
だ
か
ら
で
あ
る
。

[
判
旨
]

破
棄
差
一
戻
。

本
判
決
は
、
ま
ず
上
告
理
由
を
容
れ
て
、
原
審
の
九
の
不
動
産
の
価
額

の
認
定
に
は
証
拠
に
基
づ
か
ず
に
事
実
を
認
定
し
た
違
法
が
あ
る
と
説
示

し
た
。
さ
ら
に
職
権
を
も
っ
て
次
の
通
り
原
審
の
法
的
判
断
に
も
誤
り
が

あ
っ
た
と
し
、
原
判
決
を
破
棄
し
て
差
戻
し
た
。

「
さ
ら
に
、
職
権
を
も
っ
て
検
討
す
る
と
、
民
法
九
O
三
条
一
項
の
定

め
る
相
続
人
に
対
す
る
贈
与
は
、
右
贈
与
が
相
続
開
始
よ
り
も
相
当
以
前

に
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
時
の
経
過
に
伴
う
社
会
経
済
事
情

や
相
続
人
な
ど
関
係
人
の
個
人
的
事
情
の
変
化
を
も
考
慮
す
る
と
き
、
減

殺
請
求
を
認
め
る
こ
と
が
右
相
続
人
に
酷
で
あ
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
の

な
い
限
り
、
民
法
一

O
三
O
条
の
定
め
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
で

北法54(4・189)1285
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あ
っ
て
も
、
遺
留
分
減
殺
の
対
象
と
な
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
。
け
だ
し
、
民
法
九
O
三
条
一
項
の
定
め
る
相
続
人
に
対
す
る
贈
与
は
、

す
べ
て
民
法
一

O
四
四
条
、
九
O
三
条
の
規
定
に
よ
り
遺
留
分
算
定
の
基

礎
と
な
る
財
産
に
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
、
右
贈
与
の
う
ち
民
法
一

O
三
O
条

の
定
め
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
が
遺
留
分
減
殺
の
対
象
と
な
ら
な
い

と
す
る
と
、
遺
留
分
を
侵
害
さ
れ
た
相
続
人
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
減
殺
の
対
象
と
な
る
べ
き
遺
贈
、
贈
与
が
な
い
た
め
に
右
の
者
が
遺

留
分
相
当
額
を
確
保
で
き
な
い
こ
と
が
起
こ
り
得
る
が
、
こ
の
こ
と
は
遺

留
分
制
度
の
趣
旨
を
没
却
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
相
続
人
で
あ
る
被
上
告
人
隆

(Y)
に
対
す
る

四
の
土
地
並
び
に
二
及
、
ぴ
五
の
土
地
の
持
分
各
四
分
の
一
の
贈
与
は
、
格

別
の
事
情
の
主
張
立
証
も
な
い
本
件
に
お
い
て
は
、
民
法
九
O
三
条
一
項

の
定
め
る
相
続
人
に
対
す
る
贈
与
に
当
た
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
、

右
各
土
地
に
対
す
る
減
殺
請
求
を
認
め
る
こ
と
が
同
被
上
告
人
に
酷
で
あ

る
な
ど
の
特
段
の
事
情
の
存
在
を
認
定
す
る
こ
と
な
く
、
直
ち
に
右
各
土

地
が
遺
留
分
減
殺
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
し
た
原

審
の
判
断
に
は
、
法
令
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
り
、
こ
の
違
法

は
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
」

[
評
釈
]

一
、
本
判
決
の
意
義

本
判
決
は
、
共
同
相
続
人
に
対
す
る
生
前
贈
与
を
民
法
九
O
コ
一
条
一
項

の
特
別
受
益
と
推
定
し
た
上
で
、
民
法
一

O
四
四
条
が
九
O
三
条
を
準
用

す
る
こ
と
か
ら
、
共
同
相
続
人
に
対
す
る
贈
与
に
は
民
法
一

O
三
O
条
の

制
約
が
及
ば
ず
、
相
続
開
始
の
一
年
以
上
前
に
遺
留
分
権
利
者
を
害
す
る

こ
と
を
知
ら
ず
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
遺
留
分
減
殺
の
対
象
に
な

る
と
判
示
し
た
初
め
て
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る
。

北法54(4・190)1286

二
、
遺
留
分
侵
害
額
の
算
定
と
遺
留
分
減
殺
請
求
の
方
法

減
殺
請
求
権
が
成
立
す
る
の
は
、
遺
留
分
を
も
っ
相
続
人
が
被
相
続
人

か
ら
得
た
純
財
産
額
が
、
そ
の
遺
留
分
の
額
に
達
し
な
い
と
き
、
す
な
わ

ち
、
遺
留
分
権
の
侵
害
が
あ
っ
た
と
き
で
あ
る
。

1
.
遺
留
分
侵
害
額
の
算
定
方
法
に
つ
い
て

(
1
)
ま
ず
は
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
の
額
を
確
定
す
る
。
「
遺

留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
」
は
、
被
相
続
人
が
相
続
開
始
の
時
に
お

い
て
有
し
た
財
産
の
価
額
に
そ
の
「
贈
与
し
た
財
産
」
の
価
額
を
加
え
、

そ
の
中
か
ら
債
務
の
全
額
を
控
除
し
て
算
定
さ
れ
た
財
産
で
あ
る
(
一

O

二
九
条
一
項
)
。
「
贈
与
し
た
財
産
」
の
範
囲
は
、
主
に
以
下
の
通
り
で
あ

る。



①
相
続
開
始
前
の
一
年
間
に
な
さ
れ
た
贈
与
は
無
条
件
に
加
算
さ
れ
る

(一

O
三
O
条
前
段
)
。

②
当
事
者
双
方
が
遺
留
分
権
利
者
に
損
害
を
加
え
る
こ
と
を
知
つ
て
な
し

た
贈
与
は
、
一
年
よ
り
前
に
な
し
た
も
の
で
も
、
加
算
す
る
(
一

O
三
O

条
後
段
)
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
述
三
の

2
で
検
討
す
る
。

③
共
同
相
続
人
の
特
別
受
益
分
は
、
一
年
よ
り
前
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、

す
べ
て
加
算
す
る
ご

O
四
四
条
に
よ
る
九
O
三
条
の
準
用
)
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
後
述
三
の

1
で
検
討
す
る
。

(
2
)
遺
留
分
額
を
算
定
す
る
。
各
相
続
人
の
遺
留
分
額
は
、
遺
留
分
算

定
の
基
礎
と
な
る
財
産
額
に
、
当
該
相
続
人
の
遺
留
分
の
率
を
乗
じ
た
も

の
で
あ
る
。

民事判例研究

(
3
)
当
該
相
続
人
の
具
体
的
相
続
分
を
算
出
す
る
。
被
相
続
人
が
相
続

開
始
の
時
に
お
い
て
有
し
た
財
産
の
価
額
に
、
特
別
受
益
と
み
ら
れ
る
贈

与
の
価
額
を
加
え
て
、
み
な
し
相
続
財
産
を
算
出
す
る
。
そ
の
上
で
、
み

な
し
相
続
財
産
を
当
該
相
続
人
の
法
定
相
続
分
率
で
割
っ
て
、
相
続
分
を

算
出
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
相
続
分
額
か
ら
当
該
相
続
人
の
特
別
受
益
額
を

差
し
引
い
た
も
の
が
、
具
体
的
相
続
分
額
と
な
る
(
九
O
一
一
一
条
一
項
)
。

(
4
)
遺
留
分
侵
害
額
を
計
算
す
る
。
遺
留
分
侵
害
額
は
、

(
2
)
で
算

定
し
た
遺
留
分
額
か
ら
、

(
3
)
の
遺
留
分
権
利
者
の
具
体
的
相
続
分
額

を
控
除
し
、
当
該
相
続
人
が
負
担
す
べ
き
相
続
債
務
が
あ
る
場
合
は
そ
の

(1) 

額
を
加
算
し
て
算
定
し
た
結
果
で
あ
る
。

2
.
遺
留
分
減
殺
請
求
の
方
法
に
つ
い
て

相
続
人
が
遺
留
分
侵
害
を
受
け
た
場
合
に
、
遺
留
分
保
全
に
必
要
な
限

度
で
(
一

O
ゴ
二
条
)
、
す
な
わ
ち
、
相
続
人
の
遺
留
分
侵
害
額
に
相
当

す
る
限
度
で
、
受
遺
者
や
受
贈
者
か
ら
財
産
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
あ
。

減
殺
の
対
象
と
な
る
贈
与
・
遺
贈
が
複
数
の
と
き
、
お
よ
び
遺
留
分
を
侵

害
さ
れ
た
遺
留
分
権
利
者
が
複
数
の
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
減
殺
の
方
法
(
順

序
・
割
合
)
を
め
ぐ
っ
て
民
法
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

減
殺
の
対
象
が
複
数
あ
る
と
き
は
、
ま
ず
遺
贈
か
ら
減
殺
す
る
。
遺
贈

が
数
個
あ
る
と
き
は
、
遺
婚
の
価
額
に
応
じ
て
按
分
し
て
減
殺
す
る
こ

O
三
四
条
本
文
)
0

な
お
不
足
が
あ
る
と
き
、
贈
与
を
減
殺
す
る
(
一

O

三
コ
一
条
)
。
贈
与
が
数
個
あ
る
と
き
は
、
後
の
贈
与
か
ら
始
め
順
次
前
の

贈
与
に
及
ぶ
(
一

O
三
五
条
)
。
そ
こ
で
、
民
法
九
O
三
条
の
相
続
人
の

特
別
受
益
に
当
た
る
贈
与
は
、
遺
留
分
減
殺
請
求
の
対
象
と
な
る
か
が
本

判
決
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
四
で
検
討
す
る
。

三
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
に
算
入
さ
れ
る
贈
与

1
・
特
別
受
益
(
九
O
三
条
一
項
)
に
つ
い
て

(
1
)
特
別
受
益
を
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
に
算
入
す
べ
き
か
。

こ
の
問
題
は
、
民
法
一

O
四
四
で
定
め
ら
れ
た
九

O
三
条
の
準
用
規
定
が
、
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具
体
的
に
何
を
意
味
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
関
係
し
て
い
る
。

①
学
説

戦
前
か
ら
肯
定
説
が
通
説
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民

法
一

O
四
四
条
が
九

O
三
条
を
準
用
す
る
こ
と
か
ら
、
相
続
人
に
対
す
る

「
婚
姻
、
養
子
縁
組
の
た
め
若
し
く
は
生
計
の
資
本
と
し
て
」
な
さ
れ
た

生
前
贈
与
は
、
民
法
一

O
三
O
条
の
定
め
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
で

あ
っ
て
も
、
す
べ
て
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
に
加
え
ら
れ
る
と

(2) 

解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
九

O
三
条
の
特
別
受
益
と
な
る
贈

与
は
相
続
分
の
前
渡
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
の
で
、
こ
れ
を
遺
留
分
算

定
の
基
礎
と
な
る
財
産
に
算
入
し
な
け
れ
ば
、
遺
留
分
額
が
低
く
な
り
、

共
同
相
続
人
聞
の
公
平
を
害
す
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
相
続
人
の
利
益
や
期
待
の
保
護
の
見
地
か
ら
、
九
O

三
条
の
特
別
受
益
を
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
へ
の
算
入
を
否
定

す
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一

O
二
八
条
か
ら
一

O
一一一

O
条
ま
で
の
規
定
に
よ
っ
て
遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
と
総
体
的
遺
留
分

侵
害
額
が
算
出
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
各
遺
留
分
権
利
者
に
そ
の
具
体
的
遺

留
分
額
を
振
割
る
場
合
に
だ
け
、
一

O
四
四
条
に
よ
る
九
O
三
条
一
項
の

準
用
に
よ
り
、
各
人
の
具
体
的
遺
留
分
額
を
算
出
す
る
。
例
え
ば
、
被
相

続
人
申
は
子
A
-
Bを
有
す
る
が
、
そ
の
全
財
産
五

O
O
万
円
を
第
三
者

C
に
遺
婚
し
、
生
前
に
生
計
の
資
本
と
し
て
二

O
O
万
円
を
A
に
贈
与
し

た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
通
説
の
解
釈
で
は
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な

る
財
産
は
七
O
O
万
円
(
相
続
開
始
時
の
財
産
五
O
O
万
円
と

A
に
対
す

る
生
前
贈
与
二

O
O
万
円
)
で
あ
り
、
遺
留
分
の
総
額
は
三
五
O
万
円
で

あ
る
。

A
-
B
の
遺
留
分
額
は
そ
れ
ぞ
れ
一
七
五
万
円
で
あ
り
、

A
は
こ

の
金
額
以
上
の
生
前
贈
与
を
受
け
た
の
で
、
遺
留
分
は
侵
害
さ
れ
て
い
な

い
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
全
遺
産
が
C
に
遺
贈
さ
れ
た
せ
い
で
、

B
の
得

た
具
体
的
相
続
分
が
ゼ
ロ
で
あ
り
、
一
七
五
万
円
の
遺
留
分
侵
害
を
受
け

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

B
は

C
に
対
し
て
一
七
五
万
円
の
返
還
請
求
が

で
き
る
。
そ
の
結
果
、

A
・
B
-
C各
自
の
最
終
取
得
額
は
そ
れ
ぞ
れ
二

0
0
万
円
・
一
七
五
万
円
・
三
二
五
万
円
と
な
る
。
算
入
否
定
説
は
こ
の

結
果
に
つ
い
て
、
二
つ
の
点
で
不
当
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
第
一
に
、

A
-
B
は
同
等
の
地
位
に
あ
る
相
続
人
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
両
者
の
最
終
的
な
取
得
額
の
聞
に
は
二
五
万
円
の
差
異
が
あ
る
。

こ
れ
は
共
同
相
続
人
間
の
公
平
を
図
ろ
う
と
す
る
民
法
九
O
三
条
(
遺
留

分
に
関
し
て
は
民
法
九
O
三
条
を
準
用
す
る
民
法
一

O
四
四
条
)
の
法
音
叫

に
反
す
る
。
第
二
に
、

C
に
対
す
る
五

O
O
万
円
の
遺
贈
は
遺
留
分
総
額

の
う
ち
一
五
O
万
円
し
か
侵
害
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

C
は
こ

れ
を
二
五
万
円
上
回
る
一
七
五
万
円
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ

ま
た
遺
留
分
制
度
の
趣
旨
に
反
す
る
。
算
入
否
定
説
の
見
解
に
よ
る
と
、

遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
は
五

O
O
万
円
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
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民
法
一

O
二
八
条
に
よ
り
、
こ
の
五
O
O
万
円
の
二
分
の
一
で
あ
る
二
五

O
万
円
が
相
続
人
A
と
B
の
受
く
べ
き
遺
留
分
の
総
額
と
な
る
。
こ
れ
は

相
続
財
産
の
一
部
と
し
て
受
け
る
の
も
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
被
相
続
人

か
ら
生
前
に
特
別
受
益
た
る
贈
与
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
そ
の
分
だ
け

遺
留
分
の
割
当
て
が
減
ぜ
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
相
続

分
算
定
の
場
合
に
準
じ
た
ル

l
ル
を
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
(
一

O
四
四

条
が
九
O
三
条
を
準
用
す
る
こ
と
の
意
味
は
こ
こ
に
あ
る
)
。
す
な
わ
ち
、

右
二
五
O
万
円
に

A
の
受
け
た
贈
与
の
価
額
二

O
O
万
円
を
加
え
た
四
五

O
万
円
を
遺
留
分
の
総
額
と
み
な
し
、
そ
の
二
分
の
一
で
あ
る
二
二
五
万

円
か
ら
、
右
贈
与
額
二
O
O
万
円
を
控
除
し
た
残
額
二
五
万
円
が
A
の
具

体
的
遺
留
分
額
と
な
る
。
同
様
に
し
て
、

B
の
遺
留
分
額
は
二
二
五
万
円

(
3
)
 

と
な
る
。
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算
入
否
定
説
に
対
し
て
は
、
条
文
の
沿
革
の
無
視
及
び
遺
留
分
算
定
制

度
に
対
す
る
誤
解
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
続
人
が

被
相
続
人
か
ら
受
け
た
生
計
の
資
本
と
し
て
の
生
前
贈
与
は
、
民
法
九
O

三
条
に
よ
り
、
具
体
的
相
続
分
の
算
定
に
あ
た
っ
て
「
持
戻
し
」
の
対
象

と
な
る
が
、
他
方
で
民
法
一

O
四
四
条
は
、
九
O
三
条
の
準
用
と
い
う
形

で
、
こ
の
よ
う
な
生
前
贈
与
が
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
の
中
に

持
ち
一
戻
一
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
種
の
持
一
戻

し
は
沿
革
的
に
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
「
平
等
の
た
め
の
持
一
戻
し
」
、

後
者
は
「
減
殺
の
た
め
の
持
戻
し
」
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
算
入
否
定
説

は
、
こ
の
よ
う
な
沿
革
を
無
視
し
、
一

O
四
四
条
の
規
定
の
唆
昧
さ
を
利

用
し
、
「
減
殺
の
た
め
の
持
一
戻
し
」
を
無
力
化
す
る
解
釈
で
あ
る
。
そ
の

他
、
算
入
否
定
説
は
上
記
の
例
を
用
い
て
、
通
説
の
計
算
方
法
を
二
点
に

わ
た
り
批
判
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
遺
留
分
の
算
定
や
持
戻
し
制
度
に
対

す
る
誤
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
留
分
の
算
定
と
は
、
同
時
に
自
由
分

の
算
定
で
あ
る
が
、
上
記
の
設
例
で
の

A
へ
の
生
前
贈
与
に
よ
っ
て
既
に

自
由
分
を
二

O
O
万
円
減
少
さ
せ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

C
が
一
五
O
万

円
で
は
な
く
、
一
七
五
万
円
の
減
殺
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
遺
贈

に
先
立
っ
て
既
に
自
由
分
が
減
少
し
て
い
た
こ
と
の
結
果
で
し
か
な
い
。

ま
た
、
算
入
否
定
説
は

A
と
B
と
の
不
平
等
を
指
摘
し
た
が
、
も
と
も
と

九
O
コ
一
条
は
現
物
持
戻
し
で
は
な
く
計
算
上
の
相
対
的
持
一
民
し
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
制
度
自
体
は
、
共
同
相
続
人
全
員
の
取
得
額
を

(4) 

完
全
に
等
し
く
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
な
い
。

②
従
来
の
裁
判
例

最
判
昭
和
五
一
年
一
一
一
月
一
八
日
民
集
三

O
巻
二
号
一
一
一
頁
は
、
「
被

相
続
人
が
相
続
人
に
対
し
て
そ
の
生
計
の
資
本
と
し
て
贈
与
し
た
財
産
の

価
額
を
い
わ
ゆ
る
特
別
受
益
と
し
て
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
に

加
え
る
場
合
に
、
右
贈
与
財
産
が
金
銭
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
贈
与
の
時

の
金
額
を
相
続
開
始
の
時
の
貨
幣
価
値
に
換
算
し
た
価
額
を
も
っ
て
評
価
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す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
が
、
相
当
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
判

決
は
、
算
入
肯
定
説
を
前
提
と
し
て
お
り
、
相
続
人
が
被
相
続
人
か
ら
贈

与
さ
れ
た
金
銭
を
い
わ
ゆ
る
特
別
受
益
と
し
て
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な

る
財
産
の
価
額
に
加
え
る
場
合
に
は
、
贈
与
の
と
き
の
金
額
を
相
続
開
始

時
の
貨
幣
価
値
に
換
算
し
た
価
額
を
も
っ
て
評
価
す
べ
き
で
あ
る
と
判
示

し
て
い
る
。

③
本
判
決

本
判
決
は
、
「
民
法
九

O
三
条
一
項
の
定
め
る
相
続
人
に
対
す
る
贈
与

は
、
す
べ
て
民
法
一

O
四
四
条
、
九
O
三
条
の
規
定
に
よ
り
遺
留
分
算
定

の
基
礎
と
な
る
財
産
に
含
ま
れ
る
」
と
明
言
し
、
通
説
・
昭
和
五
一
年
判

決
と
同
様
に
、
相
続
人
の
特
別
受
益
が
、
民
法
一

O
三
O
条
の
要
件
に
該

当
し
な
く
て
も
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
に
加
え
ら
れ
る
と
い

う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

(2)
相
続
人
に
対
す
る
贈
与
は
特
別
受
益
と
推
定
さ
れ
る
か
。
こ
の
点

に
つ
い
て
明
確
に
言
及
し
た
先
例
は
な
い
。

民
法
九
O
三
条
一
項
は
、
被
相
続
人
の
通
常
の
意
思
を
推
測
す
れ
ば
、

「
婚
姻
・
養
子
縁
組
の
た
め
」
「
生
計
の
資
本
と
し
て
」
の
生
前
贈
与
は

相
続
の
前
渡
し
の
意
味
を
有
す
る
か
ら
、
相
続
開
始
に
よ
る
受
贈
相
続
人

の
遺
産
の
二
重
取
り
を
防
ぎ
、
共
同
相
続
人
間
の
公
平
を
図
る
た
め
に
、

相
続
開
始
時
に
現
存
す
る
遺
産
に
対
す
る
具
体
的
相
続
分
の
算
定
に
あ
た

り
、
計
算
上
現
存
遺
産
に
持
戻
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

持
戻
の
対
象
と
な
る
に
は
、
法
文
上
は
「
婚
姻
・
養
子
縁
組
の
た
め
若

し
く
は
生
計
の
資
本
と
し
て
」
な
さ
れ
た
贈
与
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、

通
説
は
こ
れ
を
比
較
的
広
く
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
被
相
続
人
か
ら

相
続
人
に
対
し
て
な
さ
れ
た
あ
る
程
度
以
上
の
額
の
贈
与
は
、
特
別
の
事

(5) 

情
の
な
い
限
り
、
す
べ
て
持
戻
の
対
象
と
な
る
。

本
判
決
も
、
「
本
件
に
つ
い
て
み
る
と
、
相
続
人
で
あ
る
被
上
告
人
隆

(Y)
に
対
す
る
四
の
土
地
並
び
に
こ
及
び
五
の
土
地
の
持
分
各
四
分
の

一
の
贈
与
は
、
格
別
の
事
情
の
主
張
立
証
も
な
い
本
件
に
お
い
て
は
、
民

法
九
O
二
一
条
一
項
の
定
め
る
相
続
人
に
対
す
る
贈
与
に
当
た
る
も
の
と
推

定
さ
れ
る
」
と
明
言
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
推
定
」
は
具
体
的
に
ど
の

よ
う
な
意
味
を
す
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
五
の

3
で
検
討
す
る
。

2
.
遺
留
分
権
利
者
に
損
害
を
加
え
る
こ
と
を
知
つ
て
な
し
た
贈
与
(
一

O
三
O
条
後
段
)
に
つ
い
て

本
判
決
は
直
接
判
断
し
て
い
な
い
が
、
被
相
続
人
A
か
ら
被
告
Y
ら
へ

の
生
前
贈
与
は
民
法
一

O
三
O
条
後
段
の
「
遺
留
分
権
利
者
に
損
害
を
加

え
る
こ
と
を
知
っ
て
」
な
さ
れ
た
贈
与
に
該
当
す
る
か
否
か
が
一
審
と
原

審
に
お
い
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
。
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Y
ら
へ
の
生
前
贈
与
と
そ
の
性
質
認
定
は
下
記
の
表
の
通
り
で
あ
る
。
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判
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C
贈
与
は
、
一

o=δ
条
の
「
遺
留
分
の
侵
害
の
認
識
」
と
い
う
要
件

に
該
当
す
る
か
ど
う
か
が
、
一
審
と
原
審
の
判
断
に
お
い
て
の
一
番
の
相

違
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
「
遺
留
分
権
利
者
に
損
害
を
加

え
る
こ
と
を
知
っ
て
」
と
い
う
要
件
は
、
如
何
に
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う

か
(
1
)
従
来
の
裁
判
例

「
損
害
を
加
え
る
こ
と
を
知
っ
て
」
の
意
味
が
、
加
害
の
意
思
な
い
し

目
的
で
は
な
く
、
加
害
の
認
識
で
あ
る
こ
と
は
、
大
判
昭
和
四
年
六
月
二

(
6
)
 

一
一
白
民
集
八
巻
六
一
人
頁
以
来
臨
時
定
し
た
判
例
で
あ
る
。
問
題
は
、
認
識

の
内
容
で
あ
る
。
い
か
な
る
事
実
を
認
識
す
れ
ば
、
「
侵
害
の
認
識
が
あ

る
」
と
い
い
う
る
の
か
。
大
判
昭
和
一
一
年
六
月
一
七
日
民
集
一
五
巻
一

(7) 

二
四
六
頁
は
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
が
現
在
の
確
定
し
た
判
例
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
贈
与
契
約
時
に
遺
留
分
を
侵
害
し
て
い
る
こ
と
の
認

識
の
み
な
ら
ず
、
将
来
も
被
相
続
人
の
財
産
に
な
ん
ら
の
変
動
な
き
こ
と
、

少
な
く
と
も
、
そ
の
増
加
が
な
い
こ
と
と
予
見
し
て
い
た
こ
と
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
。

侵
害
の
認
識
の
挙
証
責
任
に
つ
い
て
、
大
判
大
正
一

O
年
一
一
月
二
九

(8) 

日
新
聞
一
九
五
百
万
二
O
頁
は
、
減
殺
請
求
権
者
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

そ
の
他
、
悪
意
の
認
定
に
つ
い
て
、
大
判
昭
和
五
年
六
月
一
八
日
民
集
九

(9) 

巻
六
O
九
頁
は
、
贈
与
当
時
の
事
情
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

(
2
)
本
件
の
第
一
審
と
原
審
の
判
断

本
件
で

Y
ら
は
「
遺
留
分
の
侵
害
の
認
識
」
を
有
す
る
か
の
判
断
方
法

一
審
は
「
相
続
開
始
時
」
の
各
不
動
産
の
価
額
を
比
較
し
て
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関
し
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、
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(
叩
)

判
断
し
た
の
に
対
し
て
、
原
審
は
「
贈
与
時
」
の
各
不
動
産
の
価
額
を
比

(
日
)

較
し
て
判
断
し
た
。
上
記
大
審
院
昭
和
五
年
の
判
決
に
即
せ
ば
、
「
遺
向
田

分
侵
害
に
対
す
る
認
識
」
が
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
、
「
贈
与
時
」
に
お

い
て
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
土
地
の
評
価
は
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
と
し
て

の
評
価
で
は
な
く
、
損
害
を
加
え
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
の
判

断
の
資
料
で
し
か
な
い
か
ら
、
贈
与
当
時
の
時
価
で
す
れ
ば
よ
い
の
で

(ロ)

あ
っ
て
、
相
続
開
始
時
点
ま
で
の
価
額
の
変
動
は
関
係
な
い
。
原
審
は
こ

の
正
し
い
前
提
(
悪
意
の
認
定
は
贈
与
時
の
事
情
で
判
断
す
る
こ
と
)
を

踏
ま
え
な
が
ら
も
、
具
体
的
な
贈
与
時
の
価
額
を
評
価
す
る
際
に
採
用
し

(
日
)

た
方
法
が
不
当
で
あ
る
。
仮
に
原
審
が
正
し
い
評
価
方
法
を
採
っ
て
い
た

と
す
る
な
ら
、
そ
の
場
合
の
可
能
な
結
果
は
後
に
五
の

l
で
検
討
す
る
。

四
、
特
別
受
益
と
遺
留
分
減
殺
の
対
象

1
.
学
説

特
別
受
益
が
民
法
一

O
三
O
条
の
要
件
に
該
当
し
な
く
て
も
、
遺
留
分

減
殺
の
対
象
と
な
る
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
、
従
来
、
学
説
の
見
解
が
対

立
し
て
い
る
。(M) 

(
1
)
肯
定
説

特
別
受
益
と
な
る
生
前
贈
与
は
、
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
に

算
入
さ
れ
る
以
上
、
遺
留
分
減
殺
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
、
遺
留
分
制
度

の
趣
旨
が
失
わ
れ
る
。
そ
の
詳
し
い
理
由
を
学
説
は
あ
ま
り
述
べ
て
い
な

い
が
、
「
遺
留
分
が
相
続
財
産
の
一
定
限
度
を
権
利
者
に
留
保
す
る
制
度

で
あ
る
な
ら
ば
、
相
続
分
の
前
渡
し
的
な
性
格
を
持
つ
こ
れ
ら
の
贈
与
が

(
日
)

遺
留
分
減
殺
の
対
象
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
に
集
約

さ
れ
よ
う
。

(
凶
)

(
2
)
否
定
説

民
法
九
O
三
条
の
相
続
人
の
特
別
受
益
は
、
民
法
一

O
三
O
条
の
制
約

な
く
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
に
含
ま
れ
る
が
、
民
法
一

O
三
O

条
の
限
度
に
お
い
て
し
か
遺
留
分
減
殺
の
対
象
に
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由

は
次
の
二
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
民
法
一

O
二
九
条
と
一

O
四
四
条
の
算
入
は
意
義
が
異
な
る
。
す
な
わ

ち
、
遺
留
分
減
殺
の
制
度
は
、
相
続
人
が
法
律
上
有
す
る
最
小
限
の
相
続

財
産

(
H
遺
留
分
)
を
保
障
す
る
た
め
に
相
続
財
産
を
減
少
す
る
こ
と
を

防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
特
別
受
益
の
持
戻

制
度
は
、
相
続
分
の
前
渡
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
相
続
人
間
の
衡
平
を
回
復

し
相
続
財
産
の
可
及
的
平
等
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
民
法
一

O
三

O
条
の
贈
与
が
一

O
二
九
条
一
項
に
よ
り
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財

産
に
算
入
さ
れ
る
の
は
、
遺
留
分
額
算
定
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を

一
O
コ
二
条
の
減
殺
の
対
象
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
九

北法54(4・196)1292 
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O
三
条
の
特
別
受
益
は
、
一

O
二
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
遺
留
分
算
定
の

基
礎
と
な
る
財
産
に
算
入
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
一

O
四
四
条
に
よ
る
九

O
三
条
一
項
の
準
用
に
よ
っ
て
持
戻
義
務
の
結
果
と
し
て
加
算
さ
れ
る
に

す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
特
別
受
益
が
九
O
三
条
の
規
定
に
よ
り
算
出

さ
れ
た
具
体
的
相
続
分
を
超
過
し
て
も
、
そ
の
超
過
額
を
他
の
相
続
人
に

返
還
す
る
必
要
は
な
く
(
同
条
二
項
て
そ
れ
と
同
様
に
、
遺
留
分
額
算

定
に
お
け
る
特
別
受
益
の
持
一
反
の
効
果
は
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い

(
民
法
一

O
四
四
条
に
よ
る
九
O
三
条
二
項
の
準
用
)
。
つ
ま
り
、
こ
の

両
者
(
遺
留
分
減
殺
と
特
別
受
益
の
持
戻
)
は
意
義
・
目
的
を
異
に
す
る

と
い
う
の
が
否
定
説
の
論
拠
で
あ
る
。

②
加
え
て
、
九
O
三
条
の
特
別
受
益
を
遺
留
分
減
殺
の
対
象
に
す
る
と
、

特
別
受
益
で
持
一
戻
の
行
わ
れ
な
い
場
合
(
特
別
受
益
を
受
け
た
共
同
相
続

人
が
相
続
を
放
棄
し
た
場
合
、
ま
た
は
、
そ
の
共
同
相
続
人
に
後
に
欠
格

事
由
が
発
見
さ
れ
た
場
合
な
ど
)
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
問
題
と
な
る
。

2
.
従
来
の
裁
判
例

長
崎
控
訴
院
昭
和
八
年
一
一
月
二
九
日
法
律
新
聞
三
六
五
八
号
七
頁
、

東
京
高
判
平
成
五
年
九
月
一
一
一
日
判
例
時
報
一
四
七
三
号
五
=
一
頁
は
否
定

(
口
)

説
に
依
拠
し
た
裁
判
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
明
確
に

否
定
説
を
採
用
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
。

長
崎
控
訴
院
判
決
の
事
案
は
、
特
別
受
益
が
相
続
分
算
定
に
際
し
て
、

無
条
件
に
相
続
財
産
に
算
入
す
る
か
否
か
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
。
裁
判

所
は
、
特
別
受
益
の
算
入
に
つ
い
て
、
民
法
一

O
一
二
三
条
(
現
一

O
三
O

条
)
と
一

O
四
五
条
(
現
一

O
四
二
条
)
の
制
限
は
及
ば
ず
、
特
別
受
益

は
す
べ
て
相
続
財
産
に
算
入
す
る
と
し
て
い
た
。
判
決
理
由
の
中
に
、
確

か
に
遺
留
分
減
殺
と
特
別
受
益
の
持
戻
は
、
「
其
の
性
質
上
大
な
る
差
異

あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
(
上
記
の
減
殺
否
定
説
の
根
拠
づ
け
と
同
様
で
あ

る
)
が
、
本
判
決
の
射
程
は
相
続
分
算
定
に
あ
た
り
、
特
別
受
益
が
無
条

件
に
算
入
さ
れ
る
の
を
肯
定
す
る
の
み
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
、

特
別
受
益
が
遺
留
分
減
殺
の
対
象
に
な
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
本
判
決

で
は
判
断
し
て
い
な
い
の
で
、
減
殺
否
定
説
の
直
接
の
根
拠
に
は
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。

東
京
高
裁
判
決
の
事
案
は
、
被
相
続
人
が
生
前
に
共
同
相
続
人
の
一
人

で
あ
る
被
告
に
五
筆
の
不
動
産
を
贈
与
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
審
は
当
該

贈
与
が
民
法
九
O
三
条
の
特
別
受
益
に
当
た
る
と
し
た
上
で
、
遺
留
分
の

基
礎
財
産
に
算
入
さ
れ
る
と
し
た
。
本
判
決
は
当
該
贈
与
の
性
質
認
定
を

改
め
、
民
法
九
O
三
条
で
は
な
く
、
民
法
一

O
三
O
条
後
段
の
「
遺
留
分

侵
害
の
認
識
」
が
あ
る
と
し
て
、
遺
留
分
の
基
礎
財
産
に
算
入
し
、
さ
ら

に
原
告
ら
の
遺
留
分
減
殺
請
求
を
認
容
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
は

真
正
面
か
ら
民
法
九
O
三
条
の
特
別
受
益
が
遺
留
分
減
殺
の
対
象
に
な
る

こ
と
を
否
定
し
た
と
は
言
い
難
い
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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3
.
本
判
決

本
判
決
は
「
民
法
九

O
三
条
一
項
の
定
め
る
相
続
人
に
対
す
る
贈
与

は
、
:
:
:
民
法
一

O
三
O
条
の
定
め
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
も
の
で
あ
っ

て
も
、
遺
留
分
減
殺
の
対
象
と
な
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」

と
し
て
、
特
別
受
益
が
遺
留
分
減
殺
の
対
象
と
な
る
肯
定
説
の
見
解
を
採

用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
一
定
の
制
限
を
付
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
右
贈
与
が
相
続
開
始
よ
り
も
相
当
以
前
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
後
の
時
の
経
過
に
伴
う
社
会
経
済
事
情
や
相
続
人
な
ど
関
係
人
の
個
人

的
事
情
の
変
化
を
も
考
慮
す
る
と
き
、
減
殺
請
求
を
認
め
る
こ
と
が
右
相

続
人
に
酷
で
あ
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
」
で
、
特
別
受
益
に

対
す
る
遺
留
分
減
殺
請
求
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

五
、
判
旨
の
評
価

1
.
本
件
の
事
実
に
即
し
た
検
討

最
高
裁
は
原
審
に
お
け
る
不
動
産
価
額
評
価
方
法
の
不
当
さ
を
指
摘
し
、

本
件
を
原
審
に
差
し
戻
し
た
。
仮
に
原
審
が
不
動
産
の
価
額
を
正
確
な
方

法
で
評
価
し
直
し
た
場
合
に
は
、

a
-
b
-
c
一
一
一
筆
の
贈
与
の
性
質
(
九

O
三
条
の
特
別
受
益
あ
る
い
は
一

O
三
O
条
後
段
の
侵
害
の
認
識
の
あ
る

贈
与
に
当
た
る
か
)
に
対
す
る
認
定
結
果
と
し
て
は
、
以
下
の
三
種
類
の

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

二二 a 当三 a
O o. 

段条後 日与b 普 半条後立 b 

lこ 7りま lこ 贈与iJ' 

雪制当合欠 ーOー
該不 o 

下
伺と 記F 

4後条l2こ 贈1由c]、 I 百己
じ(

3 結果 1 
回当“ヌ O 今

審 O 

れ c b の 性能可 6F 4 
C 

いな。 贈与に 目に与骨 資化産変 が
2 

開がヲ

ははな

言性筈下 答性詐 がな い
O 

か a O 
カτカミっ

段条後なあた b
いりか
こなら C

と が 、贈時与
該河当、 l はら 先

考え 、の
後 a に

らの . A 
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a
-
b
贈
与
の
当
時
に
被
相
続
人
A
は
ま
だ
こ
れ
ら
の
贈
与
の
価

値
を
上
回
る
額
の
財
産
が
あ
る
か
ら
、

a
-
b
贈
与
は
一

O
三
O
条
後
段

の
要
件
に
該
当
し
な
い
。

C
贈
与
の
当
時
に

A
は
他
に
め
ぼ
し
い
財
産
が

な
か
っ
た
か
ら
、
こ
の
贈
与
が
一

O
三
O
条
後
段
の
要
件
に
該
当
す
る
。

こ
の
場
合
は
、
一
審
と
同
様
な
結
論
が
出
る
。

X
ら
の
遺
留
分
侵
害
を

受
け
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
目
録
二
、
五
の
不
動
産
に
対
し
て
価
額
の
割

合
で
減
殺
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
一

o=二
条

)
o
X
ら
の
遺
留
分
侵
害

額
は
、
実
は
目
録
二
、
五
の
不
動
産
の
贈
与

(
C
贈
与
H
一
O
三
O
条
後

段
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
)
に
対
し
て
減
殺
す
れ
ば
十
分
に
満
足
す
る

こ
と
が
で
き
、
そ
の
以
前
の

a
・
b
贈
与
に
行
か
な
く
て
済
む
。
こ
の
と

き
相
続
人

Y
の

c
贈
与
に
対
す
る
四
分
の
一
の
持
分
も
遺
留
分
減
殺
の
対

象
に
な
る
が
、
こ
れ
は
一

O
三
O
条
後
段
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し

1 



一
O
一
一
二
条
に
よ
り
減
殺
請
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
も
は
や

九
O
三
条
の
特
別
受
益
と
関
係
な
く
、
特
別
受
益
の
減
殺
可
能
性
を
論
じ

る
必
要
が
な
い
。

(2) 

て、

民事判例研究

a
-
b
・
c
三
筆
の
贈
与
の
当
時
、
被
相
続
人
A
は
こ
れ
ら
の
贈

与
の
価
値
を
上
回
る
財
産
が
あ
る
か
ら
、

a
-
b
-
c贈
与
が
一
O
三
O

条
後
段
の
要
件
に
該
当
し
な
い
。

こ
の
場
合
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
、

a
-
b
-
c三
筆
の
贈
与
は
九
O
三

条
の
特
別
受
益
に
該
当
す
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

a
贈
与
は
相

続
人
以
外
の
者
に
対
す
る
贈
与
で
あ
る
た
め
、
九
O
三
条
の
特
別
受
益
に

該
当
し
な
い
が
、

b
-
c贈
与
に
関
し
て
は
最
高
裁
が
指
摘
し
た
通
り
、

「
相
続
人
で
あ
る
被
上
告
人
隆

(Y)
に
対
す
る
四
の
土
地
並
び
に
二
及

び
五
の
土
地
の
持
分
各
四
分
の
一
の
贈
与
は
、
:
:
:
民
法
九
o
=
一
条
一
項

の
定
め
る
相
続
人
に
対
す
る
贈
与
に
当
た
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
」
(
民

集
四
三
七
頁
)
と
い
う
結
論
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
結
論
に
基
づ
い
て
計
算
し
た
ら
、

X
ら
が
遺
留
分
侵
害

を
被
っ
て
い
な
い
と
い
う
結
果
、
が
出
る
。
詳
し
い
計
算
の
方
法
は
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

①
 
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産

七
1
九
不
動
産
(
相
続
開
始
時
の
遺
産
)
一
二
一
、
九
二
九
、

0
0
0
円

Y
の
特
別
受
益
(
四
不
動
産
、
二
・
五
不
動
産
の
四
分
の
一
の
持
分
、
及

び
大
学
教
育
資
金
)
一
四
二
、
七
四
六
、
七
五
O
円

X
の
特
別
受
益
(
一
O
不
動
産
)
二
、
七
五
四
、

0
0
0
円

X
の
特
別
受
益
(
一
五
不
動
産
の
購
入
資
金
)
二
一
一
、

0
0
0
、
0
0
0
円

合
計
六
九
、
四
二
九
、
七
五
O
円

②
相
続
人
ら
の
具
体
的
相
続
分

み
な
し
相
続
財
産
二
ハ
九
、
四
二
九
、
七
五
O
円

X
の
相
続
分
一
三
四
、
七
一
四
、
八
七
五
円

X
の
相
続
分
一
一
七
、
三
五
七
、
四
三
七
円

Y
の
相
続
分
一
一
七
、
三
五
七
、
四
三
七
円

し
か
し
、

Y
の
特
別
受
益
(
四
二
、
七
四
六
、
七
五
O
円
)
は
そ
の
相
続

分
額
を
超
過
し
て
い
る
。

Y
は
新
た
な
相
続
分
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い。

Y
の
超
過
額
(
四
二
、
七
四
六
、
七
五
O
|
一
七
、
三
五
七
、
四
コ
三
一
七
H

二五、二ゴ三二一八九、

X
の
具
体
的
相
続
分
二
ニ
四
、
七
一
四
、
八
七
五
二
五
、
三
八
九
、
二
二
=
三
一

×
二
/
三
H
一
七
、
七
八
八
、
六
六
七
円

X
の
具
体
的
相
続
分
一
一
七
、
三
五
七
、
四
三
七
|
二
五
、
コ
一
八
九
、
一
一
二
三

×
一
/
三
H

八
、
八
九
四
二
二
三
コ
一
円

1ヒi去54(4 .199)1295 

③
遺
留
分
侵
害
額
の
計
算

X
の
遺
留
分
額
二
ハ
九
、
四
二
九
、
七
五
O
×
一
/
二
×
一
/
二
H

一七、

三
五
七
、
四
三
七
円
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X
の
具
体
的
相
続
分
額
が
遺
留
分
額
を
上
回
る
か
ら
、
遺
留
分
侵
害
を
受

け
て
い
な
い
。

X
の
遺
留
分
額
二
ハ
九
、
四
二
九
、
七
五

O
×
一
/
二
×
一
/
四
日
八
、
六

七
八
、
七
一
八
円

X
の
具
体
的
相
続
分
額
が
遺
留
分
額
を
上
回
る
か
ら
、
遺
留
分
侵
害
を
受

け
て
い
な
い
。

(3) 
a
・
b
・
c
三
筆
の
贈
与
と
も
が
一

O
一二
O
条
後
段
の
要
件
に
該

当
す
る
。

こ
の
場
合
、

X
ら
の
遺
留
分
侵
害
が
認
め
ら
れ
、
減
殺
請
求
で
き
る
。

詳
し
い
計
算
の
方
法
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産

七
1
九
不
動
産
(
相
続
開
始
時
の
遺
産
)
一
二
一
、
九
二
九
、

0
0
0
円

一
1
六
不
動
産
(
一

O
三
O
条
後
段
に
よ
り
算
入
)
一
二
三
、
七
三
五
、

0
0
0
円

X
の
特
別
受
益
(
一

O
不
動
産
)
一
一
、
七
五
四
、

0
0
0
円

X
の
特
別
受
益
(
一
五
不
動
産
の
購
入
資
金
)
二
二
、

0
0
0
、
0
0
0
円

Y
の
特
別
受
益
(
大
学
教
育
)
一
一
一
一
六
O
、
0
0
0
円

合
計
一
人
八
、
七
七
八
、

0
0
0
円

②
相
続
人
ら
の
具
体
的
相
続
分

み
な
し
相
続
財
産
二
ハ
九
、
四
二
九
、
七
五
O
円
(
内
容
は

(
2
)
の
②
と

同
様
)

X
の
相
続
分
二
二
四
、
七
一
回
、
八
七
五
円

X
の
相
続
分
一
一
七
二
一
一
五
七
、
四
三
七
円

Y
の
相
続
分
一
一
七
、
三
五
七
、
四
三
七
円

し
か
し
、

Y
の
特
別
受
益
(
四
二
、
七
四
六
、
七
五
O
円
)
は
そ
の
相
続

分
額
を
超
過
し
て
い
る
。

Y
は
新
た
な
相
続
分
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い。

Y
の
超
過
額
(
四
二
、
七
四
六
、
七
五
O
l
一
七
、
三
五
七
、
四
三
七
H

二
五
、
一
二
八
九
、
一
一
二
三
円
)
は

X
と
X
が
分
担
す
る
。

X
の
具
体
的
相
続
分
一
一
一
一
四
、
七
一
回
、
八
七
五
l
二
五
二
二
八
九
、
一
一
二
三

×
二
/
コ
一
H

一
七
、
七
八
八
、
六
六
七
円

X
の
具
体
的
相
続
分
一
一
七
、
三
五
七
、
四
三
七
1

二
五
、
三
八
九
、
コ
二
三

×
一
/
三
H
八
、
八
九
四
、
一
一
一
一
二
三
円

③
遺
留
分
侵
害
額
の
計
算

X
の
遺
留
分
額
一
一
八
八
、
七
七
八
、

0
0
0
×
一
/
二
×
一
/
二
H
四
七
、

一
九
四
、
五
O
O
円

X
の
遺
留
分
侵
害
額
一
四
七
二
九
四
、
五
O
O
l
一
七
、
七
八
八
、
六
六

七
日
二
九
、
四
O
五
、
八
三
三
円

X
の
遺
留
分
額
一
一
八
八
、
七
七
八
、

0
0
0
×
一
/
二
×
一
/
四
日
一
一
一
一
一
、

五
九
七
、
二
五
O
円

X
の
遺
留
分
侵
害
額
二
三
一
、
五
九
七
、
二
五
O
l
八
、
八
九
回
、
一
三
三
一
一
日
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一
四
、
七
O
二
、
九
一
七
円

こ
の
場
合
、

X
ら
の
遺
留
分
侵
害
が
認
め
ら
れ
、
し
た
が
っ
て

X
ら
は

生
前
贈
与
に
対
し
て
減
殺
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

X
ら
の
遺
留
分
侵

害
額
は
、
こ
の
と
き
も
目
録
二
、
五
の
不
動
産
の
贈
与

(
C
贈
与
)
に
対

し
て
減
殺
す
れ
ば
十
分
に
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
以
前
の

a
・
b

贈
与
に
行
か
な
く
て
済
む
。
こ
の
と
き
相
続
人

Y
の

c
贈
与
に
対
す
る
四

分
の
一
の
持
分
も
遺
留
分
減
殺
の
対
象
に
な
る
が
、
こ
れ
は
一

O
三
O
条

後
段
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
一

O
一
三
条
に
よ
り
減
殺
請
求

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
も
は
や
九
O
一
二
条
の
特
別
受
益
と
は
関
係
な

く
、
特
別
受
益
の
減
殺
可
能
性
を
論
じ
る
必
要
が
な
い
。

2
.
九
O
三
条
を
持
ち
出
す
必
要
性
に
つ
い
て

本
件
事
案
の
特
徴
は
、
相
続
人
以
外
の
者

(
Y
-
Y
・
Y
)
に
対
す
る

贈
与
が
か
な
り
多
額
で
あ
る
点
に
あ
る
。

Y
-
Y
・
Y
は
相
続
人
で
な
い

と
は
い
え
、

Y
の
妻
子
で
あ
る
か
ら
、

A
は
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
贈
与

に
よ
り
、
遺
留
分
の
拘
束
か
ら
惰
脱
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
。
相
続
人
以
外
の
者
に
対
す
る
多
額
の
贈
与
か
ら
、
遺
留
分
権
利

者
の
権
利
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
当
該
鰭
与
を
一

O
一二
O
条
後

段
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
認
定
し
、
遺
留
分
の
計
算
及
び
減
殺
の
対

象
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
当
該
贈
与
が
不
倫
関
係
を
継
続
す
る
た
め
の

贈
与
に
該
当
す
る
も
の
と
認
定
し
、
こ
れ
を
九
O
条
の
公
序
良
俗
違
反
と

(
国
)

し
て
、
無
効
と
認
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
遺
留
分
権
利
者
の
権
利
を
保
護

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
本
件
の

Y
-
Y
-
Y
は
A
と
は
不
倫
関

係
で
な
い
か
ら
、
後
者
の
よ
う
な
処
理
は
お
そ
ら
く
無
理
で
あ
ろ
う
。
本

件
は
、
仮
に

Y
-
Y
・
Y
の
部
分
を
一

O
三
O
条
後
段
の
要
件
に
該
当
せ

ず
、
残
り
の

Y
の
部
分
の
み
を
遺
留
分
の
計
算
に
関
係
さ
せ
る
と
、
遺
留

分
計
算
の
基
礎
も

X
ら
の
遺
留
分
額
も
低
く
な
り
、

X
ら
が
侵
害
を
受
け

て
い
な
い
結
果
と
な
る
(
上
記
(

2

)

)

。
こ
れ
に
対
し
て
、

Y
-
Y
-
Y

の
部
分
を
一

O
三
O
条
後
段
の
要
件
に
該
当
さ
せ
る
と
、

(
C
贈
与
に
お

い
て

)
Y
の
分
も
こ
れ
ら
の
贈
与
と
は
一
体
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
か
ら
、

結
局
Y
の
分
も
一
緒
に
一
(
三

5
条
後
段
の
要
件
に
該
当
す
る
と
認
定
さ

れ
、
も
は
や
九
O
三
条
の
該
当
可
能
性
を
論
じ
る
必
要
性
が
な
く
な
る
(
上

記

(
1
)
と
(

3

)

)

。

上
述
の
通
り
、
本
件
の
事
案
に
則
し
て
考
え
る
な
ら
、
実
は
特
別
受
益

に
対
す
る
減
殺
請
求
の
可
能
性
を
論
じ
る
必
要
が
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
最
高
裁
が
わ
ざ
わ
ざ
減
殺
請
求
肯
定
説
の
よ
う
な
一
般
論
を
持

ち
出
す
背
後
に
は
、
「
遺
留
分
権
利
を
保
護
し
よ
う
」
と
す
る
態
度
を
み

る
こ
と
が
で
き
よ
う
(
遺
留
分
減
殺
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
遺

留
分
を
侵
害
さ
れ
た
相
続
人
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
減
殺
の
対

象
と
な
る
べ
き
遺
贈
、
贈
与
が
な
い
た
め
に
右
の
者
が
遺
留
分
相
当
額
を

確
保
で
き
な
い
事
態
が
起
こ
り
得
る
が
、
こ
の
こ
と
は
遺
留
分
制
度
の
趣

北法54(4・201)1297 
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己
目
を
没
却
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
)

0

3
.
特
別
受
益
の
推
定
に
つ
い
て

最
高
裁
の
、
本
件
に
お
け
る
被
相
続
人
か
ら
相
続
人
に
対
す
る
生
前
贈

与
が
、
九

O
コ
一
条
の
特
別
受
益
に
当
た
る
と
推
定
す
る
手
法
に
は
、
共
同

相
続
人
聞
の
平
等
を
確
保
し
、
か
つ
遺
留
分
を
保
護
す
る
意
図
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
本
件
の
被
相
続
人
A
は
、
生
前
に
大
部
分
の
財
産
(
相
続

時
の
価
額
で
計
算
す
れ
ば
、
目
録
一

1
六
不
動
産
の
価
値
は
、
一

i
九
不

動
産
の
八
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
)
を
被
告

Y
ら
に
贈
与
し
た
。

受
贈
者
で
あ
る

Y
・
Y
-
Yは
相
続
人
で
な
い
と
は
い
え
、

Y
の
妻
子
で

あ
る
か
ら
、
場
合
に
よ
っ
て

Y
と
同
様
に
み
な
す
可
能
性
も
な
い
わ
け
で

(
凶
)

は
な
い
。
現
に
、

X
ら
の
原
審
に
お
け
る
主
張
合
乙
(
民
集
団
七
八
頁
)

(
初
)

は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
審
も
最
高
裁
も
こ

れ
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
最
高
裁
は
あ
く
ま
で

Y
の
受
贈
分
の
み
を
特

別
受
益
と
推
定
し
、

Y
-
Y
-
Y
の
受
贈
分
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
か
っ

た。
最
高
裁
は
相
続
人

Y
の
妻
子
で
あ
る

Y
・
Y
-
Y
に
対
す
る
贈
与
を
九

O
一
二
条
の
特
別
受
益
と
認
定
し
な
か
っ
た
が
、
他
方
で
、
先
に
も
述
べ
た

と
お
り
、
お
そ
ら
く
Y
ら
に
対
す
る
贈
与
の
全
額
は
あ
ま
り
に
も
高
額
の

も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
た
上
で
、
あ
る
程
度
遺
留
分
権
利
者
の
利
益
も

配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
し
た
が
っ
て
相
続
人

Y
の
受
贈
分
を
特

別
受
益
と
推
定
し
、
こ
れ
に
対
す
る
減
殺
可
能
性
を
も
肯
定
し
た
(
し
か

し
本
件
の
特
殊
性
は
、

Y
-
Y
-
Y
に
対
す
る
贈
与
を
何
ら
か
の
方
法
に

よ
っ
て
遺
留
分
と
関
係
さ
せ
な
い
と
、

Y
の
受
贈
分
の
み
を
特
別
受
益
と

推
定
す
る
こ
と
は
、
遺
留
分
権
利
者
の
保
護
と
い
う
結
果
に
つ
な
が
ら
な

い
こ
と
は
、
既
に

1
の

(
2
)
で
検
討
し
た
通
り
で
あ
る
)
。

し
か
し
、
相
続
人
に
対
す
る
生
前
贈
与
は
ど
の
よ
う
に
特
別
受
益
と
認

定
さ
れ
る
か
に
関
し
、
最
高
裁
レ
ベ
ル
の
判
決
は
、
本
判
決
以
外
に
は
見

当
た
ら
な
い
(
そ
の
理
ナ
回
は
下
記
の

(
2
)
で
述
べ
る
)
。
こ
の
点
に
関

し
て
参
考
す
る
に
は
、
下
級
審
に
お
け
る
特
別
受
益
の
認
定
に
関
す
る
裁

判
例
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
特
別
受
益
の
認
定
は
、
遺
産
分

割
の
審
判
、
ま
た
は
遺
留
分
減
殺
請
求
の
前
提
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
二
つ
手
続
き
に
お
け
る
裁
判
所
の
特
別
受
益
に
対
す
る

態
度
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

(
1
)
遺
産
分
割
の
審
判
に
お
け
る
特
別
受
益
の
認
定
に
関
し
て

家
庭
裁
判
所
は
こ
の
問
題
を
柔
軟
・
弾
力
的
に
扱
っ
て
い
る
。
す
べ
て

の
相
続
人
に
対
す
る
贈
与
を
九

O
三
条
一
項
の
特
別
受
益
と
し
て
認
定
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
相
続
人
の
一
人
に
対
す
る
贈
与
は
九

O
三

条
一
項
の
特
別
受
益
に
当
た
る
が
、
具
体
的
な
事
案
に
応
じ
て
、
同
条
三

項
の
「
持
戻
免
除
の
意
思
表
示
」
が
あ
る
と
認
定
し
、
相
続
財
産
に
算
入

(
幻
)

し
な
い
ケ
l
ス
が
あ
る
。
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(
2
)
遺
留
分
減
殺
請
求
に
お
け
る
特
別
受
益
の
認
定
に
関
し
て

遺
留
分
算
定
に
お
い
て
、
論
理
的
に
は
、
民
法
一

O
二
九
条
に
基
づ
き

遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
の
算
出
が
前
提
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
遺
留
分
減
殺
訴
訟
に
お
い
て
、
当
事
者
は
、
一

O
二
九
条
に
よ
っ

て
遺
留
分
を
主
張
す
る
よ
り
も
立
証
の
負
担
の
少
な
い
一

O
二
八
条
に
よ

る
共
有
持
分
を
主
張
し
て
減
殺
請
求
を
す
る
こ
と
が
多
く
、
一

O
二
九
条

に
基
づ
く
遺
留
分
の
算
定
の
問
題
が
争
わ
れ
る
事
案
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な

(
辺
)

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
今
ま
で
相
続
人
に
対
す
る
贈

与
が
特
別
受
益
と
認
定
さ
れ
、
そ
し
て
当
該
贈
与
が
一

O
四
四
条
に
よ
る

九
O
三
条
の
準
用
に
よ
っ
て
遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
に
算
入
さ
れ
る
事

民事判例研究

案
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。

数
少
な
い
遺
留
分
減
殺
訴
訟
に
お
け
る
共
同
相
続
人
に
対
す
る
贈
与
を

扱
う
例
を
み
れ
ば
、
や
は
り
裁
判
所
は
す
べ
て
そ
れ
を
九
O
コ
一
条
の
特
別

受
益
と
し
て
認
定
す
る
の
で
な
く
、
事
実
に
対
す
る
詳
細
な
検
討
を
加
え

(
幻
)

た
上
で
判
断
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
下
級
審
が
遺
留
分

減
殺
訴
訟
に
お
い
て
、
被
相
続
人
か
ら
相
続
人
へ
の
贈
与
を
す
べ
て
九
O

=
一
条
の
特
別
受
益
と
「
推
定
」
す
る
こ
と
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
判
決
で
の
「
推
定
」
は
、
本
件
の
事
案
(
多
額
の
生

前
贈
与
)
の
下
で
の
み
働
い
て
い
る
、
と
い
う
限
定
的
な
見
方
を
す
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
最
高
裁
は
本
件
以
外
の
す
べ
て
の
事
案
に
お
い
て
被

相
続
人
か
ら
相
続
人
へ
の
贈
与
を
特
別
受
益
と
推
定
す
る
意
図
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

4
.
二
段
階
的
な
調
整

す
な
わ
ち
、
具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
、
仮
に
被
相
続
人
か
ら
相
続
人

へ
の
贈
与
が
九
O
三
条
の
特
別
受
益
と
認
定
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に

遺
留
分
減
殺
の
危
険
に
曝
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
共
同
相
続
人
間
の
平

等
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
①
ま
ず
、
具
体
的
柑
続
分
の
算
定
に
あ
た
り
、

相
続
人
に
対
す
る
贈
与
を
特
別
受
益
に
認
定
し
、
九
O
三
条
一
項
の
よ
う

な
手
続
で
調
整
す
る
方
法
が
あ
る
(
こ
の
段
階
で
は
生
前
贈
与
・
遺
贈
は

現
実
に
返
還
せ
ず
、
せ
い
ぜ
い
生
前
贈
与
・
遺
贈
を
受
け
た
者
の
具
体
的

相
続
分
を
零
に
す
る
に
と
ど
ま
る
)
。
し
か
し
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
も

な
お
遺
留
分
額
が
確
保
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
②
次
に
、
遺
留
分
権

(M) 

利
者
は
遺
留
分
減
殺
制
度
に
よ
っ
て
特
別
受
益
の
返
還
を
求
め
う
る
。
但

し
、
特
別
受
益
で
あ
る
贈
与
が
相
続
開
始
よ
り
も
相
当
以
前
に
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
時
の
経
過
に
伴
う
社
会
経
済
事
情
や
相
続
人
な

ど
関
係
人
の
個
人
的
事
情
の
変
化
を
も
考
慮
す
る
と
き
、
減
殺
請
求
を
認

め
る
こ
と
が
相
続
人
に
酷
で
あ
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
、
②

の
調
整
が
働
か
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
以
上
が
野
山
調
査
官
の
解
説
も
指

摘
す
る
本
判
決
の
真
意
で
あ
ろ
う
。

5
.
台
湾
の
状
況
に
つ
い
て
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中
華
民
国
民
法
一
一
一
一
四
条
に
は
、
「
遺
留
分
は
、
第
一
一
七
三
条
に

よ
っ
て
算
出
さ
れ
た
相
続
財
産
か
ら
、
債
務
額
を
ひ
い
て
、
こ
れ
を
算
定

す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
一
七
三
条
は
、
「

I
相
続
人
の

中
に
、
相
続
開
始
前
に
被
相
続
人
か
ら
結
婚
、
分
居
、
ま
た
は
営
業
の
た

め
の
財
産
の
贈
与
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
被
相
続
人
が
相
続
開
始

の
時
に
お
い
て
有
し
た
財
産
の
価
額
に
そ
の
贈
与
の
価
額
を
加
え
た
も
の

を
相
続
財
産
と
す
る
。
但
し
被
相
続
人
が
反
対
の
意
思
表
示
が
あ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

E
前
項
贈
与
の
価
額
は
、
遺
産
分
割
に
お
い

て
、
当
該
相
続
人
の
相
続
分
か
ら
控
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
田
贈
与
の

価
額
は
、
贈
与
時
の
価
額
で
計
算
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
他
、

日
本
民
法
一

O
三
O
条
の
よ
う
な
条
文
が
存
在
し
な
い
。
そ
う
す
る
と
、

遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
に
算
入
さ
れ
る
贈
与
は
特
別
受
益
の
み

で
あ
る
。

そ
し
て
、
上
記
の
規
定
か
ら
も
明
ら
か
の
よ
う
に
、
中
華
民
国
民
法
で

は
、
相
続
分
算
定
の
基
礎
財
産
と
遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
は
両
者
の
範

囲
が
一
致
し
て
い
る
(
債
務
の
み
が
異
な
る
)
。
す
な
わ
ち
、
相
続
分
の

算
定
(
相
続
財
産
の
算
定
)
は
遺
留
分
算
定
の
前
提
と
い
え
よ
う
。
こ
の

(
お
)

点
は
、
日
本
民
法
と
の
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
遺
留
分
減
殺
に
関
す
る
中
華
民
国
民
法
一
一
二
五
条
は
、
減

殺
の
対
象
を
「
遺
贈
」
と
し
か
定
め
て
い
な
い
。
遺
留
分
権
利
者
が
他
の

共
同
相
続
人
の
特
別
受
益
に
よ
っ
て
遺
留
分
侵
害
を
受
け
た
場
合
、
当
該

特
別
受
益
に
対
し
て
減
殺
請
求
が
で
き
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
学
説

(
お
)

が
対
立
し
て
い
る
。
多
数
説
は
特
別
受
益
は
遺
留
分
算
定
の
基
礎
財
産
に

(
幻
)

算
入
さ
れ
る
が
、
減
殺
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
解
し
て
い
る
。
日
本
の

遺
留
分
制
度
と
比
較
す
れ
ば
、
台
湾
の
民
法
は
被
相
続
人
の
生
前
処
分
の

自
由
を
厚
く
保
護
す
る
態
度
を
採
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

北法54(4・204)1300

五
、
本
判
決
の
射
程

本
判
決
は
、
相
続
人
に
対
す
る
生
前
贈
与
を
九
O
三
条
の
特
別
受
益
と

推
定
し
、
当
該
贈
与
は
遺
留
分
算
定
の
基
礎
と
な
る
財
産
に
算
入
さ
れ
る

の
み
な
ら
ず
、
二
疋
の
制
限
を
付
け
た
上
で
、
遺
留
分
減
殺
の
対
象
に
も

な
る
と
し
て
い
る
。

仮
に
被
相
続
人
が
当
該
贈
与
に
つ
い
て
九
O
三
条
三
項
の
特
別
な
意
思

表
示
(
持
戻
免
除
)
を
し
た
場
合
、
当
該
贈
与
が
無
条
件
に
遺
留
分
算
定

の
基
礎
と
な
る
財
産
に
算
入
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
本
判
決
の
射

程
に
及
ん
で
い
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
大
阪
高
判
平
成
一
一
年
六

月
八
日
判
例
時
報
一
七
O
四
号
八
O
頁
は
、
遺
留
分
算
定
に
お
い
て
、
一
一
特

別
受
益
の
持
一
反
免
除
の
意
思
表
示
を
無
効
と
し
て
、
こ
れ
を
考
慮
す
る
こ

と
な
く
持
戻
を
行
い
、
贈
与
の
価
額
を
加
算
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
そ

の
理
由
と
し
て
、
贈
与
を
持
戻
さ
な
い
場
合
の
遺
留
分
は
、
持
一
戻
す
場
合



よ
り
必
ず
少
な
く
な
り
、
遺
留
分
規
定
の
一
O
二
八
条
に
反
す
る
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
り
、
遺
留
分
算
定
の
た
め
の
持
一
戻
し
を
行
う
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
れ
を
行
わ
な
い
場
合
の
遺
留
分
に
反
し
な
い
か
を
問
う
の
は
、
同

義
反
復
的
な
矛
盾
で
あ
る
と
し
、
こ
の
規
定
は
遺
留
分
の
基
礎
財
産
の
算

定
に
は
影
響
し
な
い
と
し
て
い
る
。
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注
(
l
)
最
判
平
成
八
年
一
一
月
二
六
日
民
集
五
O
巻
一
O
号
二
七
四
七

頁。

(2)
高
木
多
喜
男
「
特
別
受
益
と
遺
留
分
の
算
定
」
林
良
平
・
甲
斐

道
太
郎
編
集
代
表
『
谷
口
知
平
先
生
追
悼
論
文
集
三
財
産
法
・
補

遺
』
(
信
山
社
・
一
九
九
三
年
)
六
一
一
頁
以
下
。
太
田
武
男
『
相

続
法
概
説
』
(
一
粒
社
・
一
九
九
七
年
)
一
八
九
頁
。

(
3
)
辻
正
美
「
遺
留
分
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
」
法
学
論
叢
一
一
O

巻
四
・
五
・
六
号
二
=
一
九
頁
以
下
。

(
4
)
伊
藤
昌
司
「
辻
正
美
『
遺
留
分
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
」
」
法
律

時
報
五
六
巻
三
号
一
O
九
1
一
一
O
頁
。

(
5
)
鈴
木
禄
弥
『
相
続
法
講
義
』
(
創
文
社
・
一
九
八
六
年
)
一
一
一
一
一
六

頁
。
中
川
善
之
助
・
泉
久
雄
『
相
続
法
[
第
三
一
版
]
』
(
有
斐
閣
・

一
九
八
八
年
)
二
五
一
頁
。

(
6
)
其
ノ
算
入
ヲ
為
ス
カ
為
ニ
ハ
当
事
者
双
方
カ
遺
留
分
権
利
者
ニ

損
害
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
ヲ
認
識
シ
乍
ラ
其
ノ
贈
与
ヲ
為
シ
タ
ル
ヲ
以

テ
足
リ
特
ニ
遺
留
分
権
利
者
ノ
権
利
ヲ
害
セ
ン
カ
為
ニ
為
ス
必
要

ト
セ
サ
ル

(7)
賞
事
者
隻
方
ニ
於
テ
贈
輿
晶
画
時
贈
輿
財
産
ノ
償
額
カ
残
存
財
産

ノ
償
額
二
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
居
リ
タ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
尚
ホ
将
来

相
績
開
始
迄
ニ
其
ノ
財
産
ニ
何
等
ノ
嬰
動
ナ
キ
コ
ト
砂
ク
ト
モ
其

ノ
増
加
ナ
カ
ル
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
橡
見
シ
居
リ
タ
ル
事
賓
ア
ル
コ
ト
ヲ

必
要
ト
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

(8)
悪
意
ノ
立
証
責
任
ハ
減
殺
請
求
権
者
ニ
存
ス
ル
コ
ト
ハ
当
然
ナ

リ
而
シ
テ
原
裁
判
所
ハ
諸
種
ノ
証
拠
ニ
基
キ
悪
意
ノ
事
実
ナ
シ
ト

認
定
シ
ア
ル
ヲ
以
テ
何
理
由
不
備
ア
リ
ト
云
フ
可
カ
ラ
ス

(
9
)
贈
与
ノ
当
事
者
カ
遺
留
分
権
利
者
ニ
損
害
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
ヲ
知

リ
テ
之
ヲ
為
シ
タ
リ
ヤ
否
ハ
該
贈
与
当
時
ノ
事
情
ニ
依
リ
之
ヲ
判

定
ス
ル
ヲ
妥
当
ト
ス
ヘ
ク

(
叩
)
民
集
五
二
巻
二
号
四
六
六
頁
。

(
日
)
民
集
五
二
巻
二
号
四
八
O
頁
。

(
ロ
)
上
野
雅
和
「
判
批
」
判
例
評
論
四
七
九
号
三
四
頁
(
判
例
時
報

一
六
五
五
号
二
二
人
頁
)
。

(
日
)
民
集
五
二
巻
二
号
四
三
六
1
四
三
七
頁
「
原
審
が
:
:
:
九
の
土

地
に
面
す
る
道
路
の
路
線
価
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
一
万
四

0
0
0
円
で
あ
る
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
九
の

土
地
の
当
時
の
現
況
が
傾
斜
地
を
含
む
山
林
で
あ
る
こ
と
は
鑑
定

の
結
果
な
ど
か
ら
明
白
で
あ
る
か
ら
、
:
:
:
九
の
土
地
:
:
:
の
価
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額
を
一
三
九
七
万
二
0
0
0
円
と
認
定
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
で
き

な
い
筋
合
い
で
あ
る
」
。

(
M
)
近
藤
英
吉
『
相
続
法
論
(
下
)
』
(
弘
文
堂
・
一
九
三
八
年
)
一

一
二
六
頁
。
高
木
多
喜
男
「
遺
留
分
の
算
定
」
中
川
善
之
助
教
授

還
暦
記
念
家
族
法
大
系
刊
行
委
員
会
編
『
家
族
法
大
系
羽
相
統

合
乙
』
(
有
斐
閑
・
一
九
七
九
年
)
二
六
二
員
。
市
川
四
郎
、
第

一
O
三
O
条
、
中
川
善
之
助
ほ
か
『
ポ
ケ
ッ
ト
注
釈
全
書
親
族
・

相
続
法
』
(
有
斐
閣
・
一
九
五
三
年
)
三
八
六
頁
。

(
日
)
加
藤
永
一
、
第
一

O
一
三
一
一
条
、
中
川
善
之
助
編
『
注
釈
相
続
法

(
下
)
』
(
有
斐
閣
・
一
九
五
五
年
)
二
四
九
頁
。

(
M
W
)

島
津
一
郎
、
第
一
O
二
九
条
、
中
川
善
之
助
編
『
注
釈
相
続
法

(
下
)
』
(
有
斐
閣
・
一
九
五
五
年
)
一
一
二
三
頁
。
岡
垣
学
「
い
わ

ゆ
る
特
別
受
益
と
遺
留
分
と
の
関
係
」
東
京
家
庭
裁
判
所
-
身
分
法

研
究
会
編
『
{
永
事
事
件
の
研
究
(
一
)
』
(
有
斐
閣
・
一
九
七
O
年
)

三
五
三
頁
。
松
原
正
明
『
判
例
先
例
相
続
法
E
遺
言
』
(
日
本
加

除
・
一
九
九
六
年
)
六
O
八
頁
。

(
げ
)
松
原
正
明
『
判
例
先
例
相
続
法
E
遺
言
』
(
日
本
加
除
・
一
九
九

六
年
)
六
O
九
頁
注
五
・
六
。

(
凶
)
大
判
大
正
九
年
五
月
二
八
日
民
録
二
六
輯
七
七
三
頁
、
大
判
昭

和
九
年
一
O
月
一
一
一
一
一
日
法
律
新
聞
三
七
八
四
号
八
頁
。

(
叩
)
橋
本
昇
二
「
遺
産
、
特
別
受
益
及
び
寄
与
分
と
そ
の
-
評
価
方
法
」

判
例
時
報
一
六
O
八
号
一
四
頁
注
(
八
)
。

(
却
)
「
こ
れ
ら
の
土
地
は
:
:
:
言
わ
ば
中
間
省
略
的
な
贈
与
で
あ
る
に

す
ぎ
ず
、
第
一
審
被
告
隆

(
Y
)
の
相
続
が
開
始
す
れ
ば
結
局
同

じ
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
間
接
受
益
者
も
特

別
受
益
者
と
す
べ
き
で
あ
る
」
。

(
幻
)
東
京
高
判
平
成
八
年
八
月
一
一
六
日
決
定
家
月
四
九
巻
四
号
五
二

頁
。
鳥
取
家
裁
平
成
五
年
三
月
一

O
日
審
判
家
月
四
六
巻
一

O
号

七
O
頁
。

(
辺
)
伊
藤
昌
司
「
民
法
一
O
二
九
条
・
一
O
三
O
条
」
広
中
俊
雄
・

星
野
英
一
一
編
『
民
法
典
の
百
年
W
』
(
有
斐
閣
・
一
九
八
八
年
)

三
九
三
1
三
九
四
頁
。

(
お
)
京
都
地
判
平
成
一
O
年
九
月
一
一
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
O
O
八

号
二
一
三
頁
は
、
被
相
続
人
の
資
産
及
び
家
庭
環
境
に
照
ら
し
、

他
の
相
続
人
も
大
学
教
育
を
受
け
て
い
る
な
ど
の
事
実
関
係
か
ら
、

長
男
の
医
学
教
育
の
学
資
が
被
相
続
人
か
ら
の
扶
養
の
当
然
の
延

長
と
し
て
、
九
O
三
条
の
特
別
受
益
に
当
た
ら
な
い
と
し
た
。

(M)
野
山
宏
「
判
解
」
法
曹
時
報
五
二
巻
一
号
二
九
八
頁
、
ジ
ユ
リ

ス
ト
一
一
一
二
八
号
一
一
一
頁
。

(
お
)
日
本
民
法
に
お
け
る
相
続
分
と
遺
留
分
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

伊
藤
昌
司
「
判
批
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
五
七
号
九
二
頁
「
論
理
的

に
は
、
遺
留
分
の
算
定
が
先
で
、
そ
の
上
で
相
続
分
(
具
体
的
相

続
分
)
が
決
ま
る
:
:
:
」
。

(
お
)
陳
棋
炎
・
黄
宗
楽
・
郭
振
恭
『
民
法
継
承
新
論
』
(
三
民
書
局
・

一
九
八
九
年
)
四
八
一

1
四
八
三
頁
。

(
幻
)
陳
棋
炎
・
黄
宗
楽
・
郭
振
恭
・
前
掲
注
(
お
)
四
八
三
一
頁
。
戴
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炎
輝
・
戴
東
雄
『
中
国
継
承
法
』
(
自
費
出
版
・
二
O
O
一
年
)

三
三
O
頁。
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